
「三重県版経営向上計画」とは？

本格的に実行する！
■収支計画、資金計画を含む
実践サポート

・三重県中小企業融資制度
（みえ経営向上支援資金、小規模 事
業資金（みえ経営向上支援扱い））

・ＩＣＴを活用して生産性の向上を
めざす取組は、計画作成段階から
専門家派遣の利用が可能
（５回まで。）

実施計画を立てる！
■実施計画の
実行をサポート

ステップ２以上
・現場改善に係る専門家派遣
（小規模企業のみ利用可能、３回ま
で。）

ステップ３

ステップ２

ステップ１

※支援策の審査は、各実施機関によって行われるため、計画認定が支援策実施を保証するものではありません。
また、支援策によっては予算に達した時点で終了する場合があります。
※業種、法人の種別等によっては、希望する支援策を利用できない場合があります。

ＳＴＥＰ１ 自社の経営課題を解決していこうとする計画

ＳＴＥＰ２ 経営課題の解決に向け具体的に取り組もうとする計画

ＳＴＥＰ３ 経営課題に対する解決策を本格的に実行しようとする計画

を作成しませんか？

経営課題を、専門家
に相談したい!!

経営を見つめ直し、
売上を伸ばしたい!!

頑張る企業
の挑戦を
バックアップ

三重県版経営向上計画

令和２年度から
「健康経営・働き方改革」
を経営課題項目に追加！

＜専門分野として＞
①【技術分野】 ：試作サポート・開発サポート・知財活用サポートなど
②【事業承継分野】 ：スムーズな事業承継のサポート・様々な手法の情報提供
③【経営相談分野】 ：〔幅広い経営相談とサポート〕

課題を把握・整理する！
■計画づくりをスタート

ステップ１以上

・経済や社会の環境変化や自社
の現状から“やるべきと思うこと”
を、専門的知識や経験を持つ支
援者とともに、計画中の経営課題
設定と解決策について相談するこ
とができます。



年度 ステップ１ ステップ２ ステップ３ 計

H２６ ５２ １０５ ９ １６６

H２７ ４８ ２３４ １１ ２９３

H２８ ４８ ３３８ ６ ３９２

H２９ ３８ ３３５ ５ ３７８

H３０ ３６ ３５９ １３ ４０８

R１ ３５ ４２０ ５１ ５０６

R２ ０ １２０２ ３８０ １５８２

R３ １ １９２７ ２１ １９４９

R４ １ １１６６ １２ １１７９

計 ２５９ ６０８６ ５０８ ６８５３

問い合わせ先

○公益財団法人 三重県産業支援センター 経営支援課 経営支援班
（〒514-0004 津市栄町１丁目８９１ 三重県合同ビル５Ｆ）
電話059-253-4355 ＦＡＸ059-228-3800    メールアドレス koujou@miesc.or.jp

○三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班
（〒514-8570 津市広明町１３番地）
電話059-224-2534 ＦＡＸ059-224-2078 メールアドレス chusho@pref.mie.lg.jp

三重県版経営向上計画 検索

認定企業の声

2022.4作成

認定状況

最寄りの商工団体（商工会、
商工会議所、中小企業団体
中央会）または三重県産業支
援センターへ相談

申請書を三重
県産業支援セ
ンターへ提出

県が審査のうえ、
審査結果を送付

計画の実行
（必要に応じて支
援策を活用）

商工団体等
によるフォ
ローアップ

※申請様式は、ホームページからダウンロードできます。
ＵＲＬ：http://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci400013324.htm

申請手続き

令和５年３月31日現在、６，８５３件が認定を受け
ています。
ステップ２・ステップ３からスタートすることもできま
すので、御社もぜひ「三重県版経営向上計画」に挑
戦してください！

お近くの商工団体（商工会・商工会議所・中小企業団体中央会）で、計画の作成支援とブラッシュアップ、
計画のフォローアップを行いますので、ご相談ください。

計画作成のメリットは？

・計画を作成することで、
自社の課題の把握につながります！

・計画の認定を受けることで、
企業への信頼がさらに高まります！

・認定されたステップによって、
専門家派遣などの支援策があります！

○計画書を記入し、文書化することにより、曖昧であっ
た経営課題が明確になった。

○計画を作ることで中期的な目標ができ、ガイドライン
になった。

○事業承継を円滑に進めるという課題が明確になり、
先々を見据えて経営に取り組めるようになった。

○専門家派遣により、職員の資質向上につながった。


